
新型コロナウィルス感染症の影響により、9 月末まで事業を中止としていましたが、

10月より各教室等再開をすることになりました。
教室の内容、申込等の詳細については配布させて頂いたチラシや、事務局へのお問合せにて
ご確認ください。皆さんの健康や体力増進のため、ぜひともスポーツクラブへのご参加をお
待ちしております。

問い合わせ先：
坂祝町教育委員会　教育課内
坂祝スポーツクラブ事務局　

☎２6-7１5１

　令和 2 年 1 0 月 1 0 日に予定しておりました、安心・安全フェスタに
ついて、新型コロナウイルス感染拡大に伴い安全面を考慮して延期する
こととしました。
　また、開催することとなりましたらお知らせさせていただきます。ご理
解のほどよろしくお願いします。
　　　　　　　　　　　　 　　　　 加茂地区交通安全協会　坂祝支部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 支部長　長村 隆司

　今年度の町民ゴルフコンペは中止とさせていただくことに
決定いたしました。
　楽しみにしてくださっていた皆様には申し訳ございません
がご理解をお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　 町民ゴルフコンペ実行委員会

　「さかほぎなう」は坂祝町で頑張っている
方をお招きし紹介する、地元応援番組です。
この番組を聞いてくれた皆さんが元気に
なって、より坂祝町を愛してくれることを
目的に行っています。
　坂祝町でボランティア活動・飲食店等を
されており P R をしたい方はぜひ出演して
みませんか？
　例としては、始めようとしたきっかけ・ど

んな活動をしているか等自分が PRしたいことを話していただいて構いません。少しでも坂
祝町の良さをアピールすることができる場でありたいと考えています。
　多くの皆様のご応募お待ちしております！！

※月１回の番組となっておりますので希望の月に出演していただくことができない場合が
　ありますのでご了承ください。

　離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年
金を分割して、それぞれ自分の年金とすること
ができます。
　離婚後 2 年以内※に手続を行っていただく
必要があるので、お早めに、お近くの年金事務
所までご相談ください。
※年金分割割合を定める調停等の長期化により離婚後
　 2 年を経過した場合は、調停等の成立日から 6ヶ月以
　内（調停等の成立日が令和2年8月2日以前の場合は1ヶ
　月以内）であれば手続き可能です。


